
（ただしマル優を利用の場合を除きます）

　計算とします

　　事項 　ます

　　―

受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され20.315％の税金がかかります

項　　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　　容

１.商　品　名 普　　通　　預　　金

・毎年3月と9月の当組合所定の日に元金に組入れます　（２）利払方法

２.販売対象 法人及び個人

３.期間 定めはありません

４.預入（１）預入方法 随時預入

５.払戻方法 随時払戻します

６.利息 ・変動金利

・毎日の店頭表示の利率を適用します

　（２）預入金額 1円以上

　（３）預入単位

　（１）適用金利

　（３）計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円として1年を365日とする日割

1円単位

利息には20％の税金がかかります。ただし、平成25年1月1日～平成49年12月31日までに

９.付加できる特約条項 ・個人のものは総合口座による当座貸越ができます

金利は当HP内の金利一覧や店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会下さい

10.中途解約時の取扱い

８.手数料

７.税金

　　店頭備付のご案内をご覧になるか、窓口又は担当者にお尋ね下さい

・個人のものはマル優の取扱いができます（ただしマル優の資格者に限ります）

11.金利情報の入手方法

・現金自動預払機（ATM）のご利用について

・公共料金の自動支払い及び給与、年金、配当金、公共債元利金等の自動受取りもでき

・当座貸越は担保定期預金の90％最高200万円まで利用可（1,000円未満切捨て）

　金融機関が破綻した場合、他の預金と合算して預金者1人当たり元本1,000万円までと

  その利息が保護されます

・預金保険制度の対象商品です

商品概要説明書

　①ATMにより紙幣での入出金ができます

　②ATMの業務内容、稼働時間、休日稼働店、手数料等については

・ATMご利用で日時により手数料がかかる場合があります

・通帳、キャッシュカード再発行時に540円（消費税込）をいただく場合があります

12.その他参考となる

　（貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.8％を上乗せした利率）


